


令和２年４月３０日 

 

保護者の皆様へ 

 

青森県立七戸高等学校 

校長 和 久 秀 樹 

 

臨時休校後の教育活動再開に向けた対応について 

時下、ますますご健勝のこととお喜び申し上げます。 

本校では、県立学校における新型コロナウイルス感染症に対応した一斉臨時休校により、

５月６日まで臨時休校としておりますが、５月７日より、通常の教育活動を再開すること

としました。 

つきましては、引き続き感染予防に努めることが必要な状況であることを踏まえ、下記

のとおり感染防止の対策を講じた上で、教育活動を再開しますので、保護者の皆様のご理

解とご協力を賜りますよう、お願いします。 

 

記 

 

１ 健康観察の実施について 

 ⑴ 生徒は毎朝、各家庭で検温と健康状態の観察を行い、健康観察ＷＥＢに入力する。

体温が 37.5℃以上、37.0～37.4℃で風邪症状がある場合は登校しない。 

【欠席扱いにはなりません。学校への連絡をお願いします。】 

 ⑵ 登校前の検温を忘れた場合は、別室で検温を済ませてから教室に入る。 

 ⑶ 登校後に症状が確認された場合は、早退とする。 

【欠席扱いにはなりません。保護者の方のお迎えをお願いします。】  
２ 登下校における感染予防対策について 

  登下校における公共交通機関利用時においてもマスク着用等の感染防止対策を行う。 

３ 校内での感染予防対策について 

 ⑴ できるだけマスクを着用し、手洗い、手指消毒及び咳エチケットを徹底する。 

 ⑵ 毎授業時間中に１回、２～３分換気する。 

 ⑶ 清掃時間に、ドアの取っ手、手すり及びスイッチ等の消毒を行う。  
４ 昼食について 

 ⑴ １教室の中でクラス全員が食べることを避け、できるだけ場所を分散して食べる。 

 ⑵ 飛沫感染防止のため、向かい合わずに前を向き、大声を出さないで静かに食べる。  
５ 行事、部活動について 

 ⑴ 感染防止に配慮して実施する。（いわゆる「三つの密」を避けて実施する。） 

 ⑵ 部室等は、短時間かつ密集しないように配慮して使用する。 

 ⑶ 健康観察を行い、風邪症状が見られる場合には活動を中止する。  
６ 学校からの連絡について 

 ⑴ 本校ホームページ（http://www.shichinohe-h.asn.ed.jp）をご覧ください。 

※右の QR コードからもアクセスできます。 

⑵ ご不明な点がございましたら、担当者までお問い合わせください。 

担当 七戸高等学校 教務部 TEL:0176-62-4111 


